
交通誘導員の確保に関する取扱試行要領の改定概要


１　情報提供依頼を行うことができる工事の対象を拡大
· 従前の要領では、自家警備の実施条件を満たす工事でのみ、交通誘導警備員の確保について静岡県警備業協会へ情報提供依頼を行うことが可能であったが、指定路線等の自家警備が活用できない箇所においても情報提供依頼を行えるように要領を改定することで、円滑な交通誘導警備員の確保を推進するものとする。
· 上記改定に伴い、要領の名称を以下のとおり改定する。
　　　旧：自家警備の試行要領
　　新：交通誘導員の確保に関する取扱試行要領

２　交通誘導安全講習会の受講証明書の有効期間を明示
· 自家警備の資格要件の一つである、静岡県建設業協会が実施する交通誘導安全講習会について、講習会を受講した者が取得する受講証明書の有効期間を５年間と定め、要領上に明記する。
